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１．平成30年度予算について
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社会保障関係費について（平成30年度予算）

118,079 

118,036 

31,153 

62,464 

医 療

年 ⾦

介 護

福祉・その他

（35.8％）

（35.8％）

（9.4％）

（18.9％）

社会保障関係費計

329,732億円

（単位：億円）

（注１） 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
（注２） ２.年金（３）福祉年金には福祉年金給付費及び特別障害給付金給付費に係る国庫負担額を記載している。

（単位：億円）

区　　　　　分 平成30年度

１．医療 118,079       

（１）国民健康保険 33,834         

（２）全国健康保険協会管掌健康保険 11,803         

（３）後期高齢者医療給付費負担金等 50,833         

（４）医療扶助費等負担金 14,112         

（５）その他 7,497          

２．年金 118,036       

（１）厚生年金 97,991         

（２）国民年金 18,207         

（３）福祉年金 32              

（４）その他 1,807          

３．介護 31,153         

（１）給付費負担金等 24,079         

（２）２号保険料国庫負担 3,665          

（３）その他 3,408          

４．福祉・その他 62,464         

（１）生活扶助費等負担金 14,177         

（２）児童手当・児童扶養手当 13,690         

（３）障害福祉サービス 15,105         

（４）子どものための教育・保育給付 8,323          

（５）雇用保険 251            

（６）その他 10,919         

（生活保護費再掲） (29,027)       

合　　　　　計 329,732       
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平成３０年度社会保障関係予算のポイント（概要）

○ 社会保障制度の持続可能性を確保する観点等から、様々な改革努力を積み重ねた結果、平
成30年度の社会保障関係費の伸びは、対前年度で＋4,997億円。

— 診療報酬改定は、本体改定で＋0.55％（国費＋588億円）、薬価等改定で▲1.45％（国費
▲1,555億円）。このほか、制度改革として、新薬創出等加算の抜本的見直し、長期収載品
の価格の段階的引下げ等の薬価制度の抜本改革を実施（国費▲310億円）。また、いわゆ
る大型門前薬局に係る調剤報酬の適正化を実施（国費▲56億円）。

－ 介護報酬改定は、全体で＋0.54％（国費＋137億円）とし、通所介護等の給付を適正化し
つつ、自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス等を評価。また、障害福祉サービ
ス等報酬改定は、全体で＋0.47％（国費＋57億円）。

－ 生活保護制度では、生活扶助基準の見直しや医療扶助の適正化を実施するとともに、大
学等への進学に対する支援を実施。

○ 「人づくり革命」の実現に向け、「新しい経済政策パッケージ」に基づき、「子育て安心プラン」を
前倒しし、保育の受け皿拡大等を推進するなど、メリハリの効いた社会保障関係予算を編成。

※ 29年度の医療・介護制度改革の30年度実施分等についても着実に実施。

項 目 29年度 30年度 29’→30’増減

社会保障関係費 324,735 329,732 4,997（＋1.5％）

恩給関係費 2,947 2,504 ▲443（▲15.0％）

（単位：億円）
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（１）診療報酬本体

＋０．５５％ （国費＋588億円）

各科改定率 医科 ＋０．６３％

歯科 ＋０．６９％

調剤 ＋０．１９％

※ 併せて、７対１入院基本料を含めた急性期に係

る入院基本料の評価体系の見直し、長期療養に

係る入院基本料の評価体系の見直し等、機能に

応じた適切な評価を行う。

（２）薬価等の改定

① 薬価 ▲１．３６％ （国費▲1,456億円）

※ 薬価制度改革（後述（３））の効果を含めた影響は▲１．６５％

② 材料 ▲０．０９％ （国費▲99億円）

（３）薬価制度の抜本改革

（国費▲310億円）

① 新薬創出・適応外薬解消等促進加算につい

て、平均乖離率要件を撤廃し、対象品目を医薬

品そのものの革新性・有用性に着目して判断す

る仕組みとするなど、抜本的な見直しを行う。

② 後発品上市後10年を経過した長期収載品の

薬価について、平成30年度以降、後発品の薬価

を基準に段階的に引き下げる。

③ その他、費用対効果評価の試行的実施の対

象となっている品目の価格調整などを行う。

（４）いわゆる大型門前薬局に対する評価の適正化

（国費▲56億円）

平成３０年度 診療報酬・薬価等改定及び薬価制度の抜本改革
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▲1.33％

市場拡⼤再算定
▲0.19％

市場拡⼤再算定
の特例等
▲0.29％

▲1.82％

▲1.52％

市場拡⼤
再算定

▲0.05％

市場拡⼤
再算定
の特例

▲0.02％

薬価制度の
抜本改⾰
▲0.29％

制度改⾰を
含めた影響
▲1.74％

▲1.39％

薬価等の改定
▲1.45％

実勢価改定等
▲1.33％

実勢価改定等
▲1.39％

28改定

薬価等による医療費の抑制

30改定

うち
薬価

▲1.22％
医療材料
▲0.11％

うち
薬価

▲1.29％
医療材料
▲0.09％
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診療報酬(本体)改定率・薬価改定率

2002
（H14）

2004
（H16）

2006
（H18）

2008
（H20）

2010
（H22）

2012
（H24）

2014
（H26）

2016
（H28）

2018
（H30）

薬価等改定率（Ａ）
予算単価の
時点修正等

▲１．４％ ▲１．０％ ▲１．８０％ ▲１．２％ ▲１．３６％ ▲１．３７５％
▲０．６３％

（＋０．７３％）

▲１．３３％
〔▲1.52％〕
〔▲1.82％〕

▲１．４５％
〔▲1.74％〕

診療報酬
本体改定率 （Ｂ）

（自然増への上積み）
▲１．３％ ±０％ ▲１．３６％ ＋０．３８％ ＋１．５５％ ＋１．３７９％

＋０．７３％
（＋０．６３％）

＋０．４９％ ＋０．５５％

（Ａ）＋（Ｂ） ▲２．７％ ▲１．０％ ▲３．１６％ ▲０．８２％ ＋０．１９％ ＋０．００４％
＋０．１％

（＋１．３６％）
▲０．８４％ ▲０．９０％

1988
（Ｓ63）

1989
（Ｈ元）

1990
（H2）

1992
（H4）

1994
（H6）

1996
（H8）

1997
（H9）

1998
（H10）

2000
（H12）

薬価等改定率（Ａ）
予算単価の
時点修正等

▲２．９％ （＋０．６５％） ▲２．７％ ▲２．５％ ▲２．１２％ ▲２．６％
▲０．８７％

（+０．４５％）
▲２．８％ ▲１．７％

診療報酬
本体改定率 （Ｂ）

（自然増への上積み）
＋３．４％ （＋０．１１％） ＋３．７％ ＋５．０％ ＋４．８％ ＋３．４％

＋１．２５％
（+０．３２％）

＋１．５％ ＋１．９％

（Ａ）＋（Ｂ） ＋０．５％ （＋０．７６％） ＋１．０％ ＋２．５％ ＋２．７％ ＋０．８％
＋０．３８％

（＋０．７７％）
▲１．３％ ＋０．２％

（年度）

（年度）

※ （ ）内は、消費税対応分。
（注１）2016年度の〔 〕書き（中段）には、市場拡大再算定（通常分）を含む。
（注２）2016年度及び2018年度の〔 〕書き（下段）には、市場拡大再算定（通常分）及び新たに行われた制度改革の影響を含む。
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薬価制度の抜本改⾰
 「薬価制度の抜本改⾰に向けた基本⽅針」（Ｈ２８.１２）に基づき、「国⺠皆保険の持続性」と「イ

ノベーションの推進」を両⽴し、 「国⺠負担の軽減」と「医療の質の向上」を実現。

新薬創出等加算の抜本的⾒直し

新 薬

・対象品⽬︓⾰新性・有⽤性に着⽬して絞り込み（約920品⽬*→約540品⽬）
・企業指標︓企業指標（⾰新的新薬の開発等）の達成度に応じた加算

* 現⾏制度が継続した場合

効能追加等による市場拡⼤への速やかな対応
・対象︓350億円以上*
・頻度︓年４回（新薬収載の機会）

* 市場拡⼤再算定ルールに従い薬価引下げ

外国平均価格調整の⾒直し
・⽶国参照価格リスト

︓メーカー希望⼩売価格 → 公的制度の価格リスト

費⽤対効果評価の導⼊
・試⾏的実施

︓対象13品⽬の価格調整を平成30年4⽉実施
・本格実施

︓技術的課題を整理し平成30年度中に結論

⻑期収載品・後発品

⻑期収載品の薬価の⾒直し
・対象︓後発品の上市後、10年を経過した⻑期収載品
・⾒直し⽅法︓後発品の薬価を基準に段階的に引下げ

・
対
象
範
囲
︓
全
品
⽬
改
定
の
状
況
も
踏
ま
え
︑
国
主
導
で
流
通
改
善
に

取
り
組
み
︑
Ｈ

32
年
中
に
設
定

後発品価格の集約化
・対 象︓上市から12年が経過した後発品
・価格体数︓１価格帯を原則

新薬のイノベーション評価の⾒直し
・加算対象範囲（類似薬のない新薬）

︓営業利益への加算 → 薬価全体への加算
（製造原価の内訳の開⽰度に応じた加算率の設定）

毎
年
薬
価
調
査
・
毎
年
薬
価
改
定

平成29年12⽉21⽇
経済財政諮問会議

加藤臨時議員提出資料⼀部修正
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平成30年度介護報酬改定・障害福祉サービス等報酬改定について

【介護報酬改定】
• 平成30年度介護報酬改定は、地域包括ケアシステムの推進、質の⾼い介護サービスの実現、多様な⼈材の確保と⽣

産性の向上、介護保険料の上昇の抑制、介護サービスの利⽤者負担の軽減及び介護事業者の安定的経営の確保等の
視点を踏まえて⾏うこととし、改定率は全体で＋０．５４％とした。

• その中で、質の⾼いサービスの評価等に＋１％程度振り向けるとともに、「経済・財政計画 改⾰⼯程表」に沿っ
て、▲０．５％程度の各種の給付の適正化も実施。

【障害福祉サービス等報酬改定】
• 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定は、障害者にとって望ましいサービスの質に着⽬した評価を強化するとと

もに、施設での看護職員配置による医療的ケア児等への対応や、「⾃⽴⽣活援助」といった新サービスの開始等を
踏まえて⾏うこととし、改定率は全体で＋０．４７％とした。

平成30年度
報酬改定

質の⾼いサービス
の評価等

＋１％程度
給付の適正化

▲０．５％程度

改定率＋０．５４％

• ⾃⽴⽀援・重度化
防⽌に資するサー
ビスを評価

• 医療・介護の連携
を評価

など

• 「経済・財政計画
改⾰⼯程表」に
沿った通所介護な
どの各種の給付の
適正化

【介護報酬改定】

※平成29年度臨時改定において、
＋1.14％の処遇改善を実施。

※「新しい経済政策パッケージ」（平成
29年12月8日閣議決定）において、平
成31年10月から公費1,000億円程度
を投じて更なる処遇改善を実施。10



生活保護制度・生活困窮者自立支援制度の見直し

⽣活扶助基準の⾒直し

○ ⽣活保護制度においては、⽣活扶助基準の⾒直しや医療扶助の適正化を⾏うとともに、⼤学等への進学に対する⽀
援等を実施。

○ ⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度においては、⾃⽴相談⽀援事業、家計相談⽀援事業及び就労準備⽀援事業を併せて実施す
る⾃治体への⽀援の強化や⽣活困窮世帯の⼦供に対する学習⽀援の強化等を実施。

◆ ⽣活扶助本体（⾷費、光熱費等）
社会保障審議会における検証結果を踏まえ、⼀般低所得

世帯の消費実態を反映
◆ 有⼦世帯における加算措置

これまで不明確であった、有⼦世帯における「かかり増
し費⽤」の根拠を明確化
⇒ ⽣活保護世帯への影響の観点から、⾒直しによって⽣じる減額幅を抑制（現⾏から▲５％以内）し、３回にわけて

段階的に施⾏することを基本としつつ、平成30年10⽉から実施

施⾏時期 財政影響
（国費・４年間）

⽣活扶助本体 平成30年〜32年の10⽉ ▲180億円

有⼦世帯加算 平成30年〜32年の10⽉
（⼀部は平成30年10⽉） ＋20億円

医療扶助の適正化

◆ 後発医薬品の使⽤の原則化
医師等が使⽤を認めており、薬局等において

在庫の問題がない場合には、後発医薬品を使⽤
◆ 福祉事務所の指導員による同⾏受診の導⼊

福祉事務所の保健師等が医療機関に同⾏する
ことを通じ、頻回受診対策も含めた適正受診指
導を強化

⼤学等への進学⽀援・⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度の⾒直し
◆ ⼤学等への進学⽀援

⽣活保護世帯の⼦供が⼤学等に進学する際の⼀時⾦の⽀給（⾃
宅⽣10万円、⾃宅外⽣30万円）等を実施

◆ ⽣活困窮者への⼀体的な取組を⾏う⾃治体に対する⽀援
⾃⽴相談⽀援事業、家計相談⽀援事業及び就労準備⽀援事業を

併せて⾏う⾃治体について、補助率の引上げ等を実施
◆ ⽣活困窮世帯の⼦供に対する学習⽀援の強化

⼩学⽣・⾼校⽣世代における取組の充実を含め、⽣活困窮世帯
の⼦供に対する学習⽀援を強化 11



社会保障と税の一体改革の全体像

社会保障にかかる費用の相当部分を将来世代につけ回しているという現状を改善するために、「社会保障と税の一体改革」を進

めている。
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38.4兆円

消費税引上げに伴う増
0.8兆円

年金国庫負担1/2等
3.2兆円

社会保障の充実
2.8兆円

7.3兆円
後代への負担の
つけ回しの軽減

社会保障４経費
（国・地方）
38.4兆円

社会保障４経費
（国・地方）
44.8兆円

消費税収4％分
(国・地方）
（現行の地方
消費税除く）

11.2兆円

＜改革を織り込んでいない姿＞ ＜改革を織り込んだ姿＞

0.8兆円

2.8兆円

3.2兆円

14.

0
兆
円

消
費
税
率
５
％
引
上
げ
分

差額
19.9兆円

充実
１％

安定
４％

38.4兆円

消費税収4％分
(国・地方）
（現行の地方
消費税除く）

11.2兆円

差額
27.2兆円

（注１）社会保障制度改革推進法では、「国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に
係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるもの」とされている（社会保障制度改革推進法第２条第１項４号）。

（注２）計数は、２０２１年度時点の見込み。
（注３）上図の社会保障４経費のほか、「社会保障４経費に則った範囲」の地方単独事業がある。
（注４）引上げ分の地方消費税については、地方税法において、社会保障施策に要する経費に充てるとされている。また、引上げ分の地方消費税と消費税に係る交付税

法定率分の総額を、地方単独事業を含む地方の社会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することとされている。
（注５）社会保障の充実については、消費税引上げ分2.4兆円と重点化・効率化による財政効果０．４兆円を合わせて、１％相当分２．８兆円の充実を行うこととしている。

全
て
社
会
保
障
財
源
化

今般の社会保障・税一体改革の目的
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0.7兆円程度

1.5兆円程度
※充実と重点化・効率化

を併せて実施

0.6兆円程度

所要額（公費※）合計 ＝ ２．８兆円程度

○子ども・子育て支援の充実（待機児童の解消などの量的拡充と質の向上）

○現行制度の改善

子
ど
も
・子
育
て

医

療

・

介

護

年

金

○医療・介護サービスの提供体制改革

①病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等

・病床の機能分化と連携を進め、発症から入院、回復期
（リハ ビリ）、退院までの流れをスムーズにしていくことで、

早期の在宅・社会復帰を可能にする。
・在宅医療・介護を推進し、地域での生活の継続を支える。

・医師、看護師等の医療従事者を確保する。

（新たな財政支援制度の創設、診療報酬に係る適切な対応の在り方
の検討・必要な措置）

②地域包括ケアシステムの構築

介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らせるよう、介
護・ 医療・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地
域包括ケアシステムを構築するため、以下の取組を行う。

ⅰ）医療と介護の連携、ⅱ）生活支援・介護予防の基盤整備
ⅲ）認知症施策、ⅳ）地域の実情に応じた要支援者への支援の見直し
ⅴ）マンパワーの確保等

など

○難病、小児慢性特定疾病に係る公
平かつ安定的な制度の確立

・低所得高齢者・障害者等への福祉的給付 ・受給資格期間の短縮 ・遺族年金の父子家庭への拡大

○医療・介護保険制度の改革

①医療保険制度の財政基盤の安定化
・低所得者が多く加入する国民健康保険への財政支援の

拡充（国民健康保険の保険者、運営等の在り方に関する

改革の前提として行われる財政支援の拡充を含む）

・協会けんぽに対する国庫補助

②保険料に係る国民の負担に関する公平の確保
・国民健康保険等の低所得者保険料軽減措置の拡充

・後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入

③保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等
・低所得者に配慮しつつ行う高額療養費の見直し

・医療提供施設相互間の機能の分担や在宅療養との公平

の観点からの外来・入院に関する給付の見直し

⑤介護保険の一号保険料の低所得者軽減強化

④介護給付の重点化・効率化
・一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し

など

※ 消費税財源（平年度ベース）

・子ども・子育て支援新制度の実施による、幼児教育・保育と地域の子ども・子育て支援の総合的推進・充実

・「待機児童解消加速化プラン」の実施

・新制度への円滑な移行を図るための保育緊急確保事業

・社会的養護の充実 など

＊2017年度時点では、3.2兆円程度の見込み。
（注）上記の表は、消費税増収分を活用した社会保障の充実について、

公費に影響のあるものについて整理したものである。

社会保障・税一体改革による社会保障の充実
※ 消費税引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとなっており、基礎年金国庫負担
割合の1/2への恒久的引上げ等＊による社会保障の安定化のほか、以下の社会保障の充実を予定している。

14



○ 消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向ける。
○ 社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を⽬指す観点から、平成30年度の増収額8.4兆円については、

①まず基礎年⾦国庫負担割合２分の１に3.2兆円を向け、
②残額を

・「社会保障の充実」及び「消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増」と
・「後代への負担のつけ回しの軽減」
に概ね１︓２で按分した額をそれぞれに向ける。

○基礎年⾦国庫負担割合２分の１
（平成24・25年度の基礎年⾦国庫負担割合２分の１の差額に係る費⽤を含む）

○社会保障の充実
・⼦ども・⼦育て⽀援の充実
・医療・介護の充実
・年⾦制度の改善

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増
・診療報酬、介護報酬、年⾦、⼦育て⽀援等についての物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減
・⾼齢化等に伴う⾃然増を含む安定財源が確保できていない既存の社会保障費

〈30年度消費税増収分の内訳 〉

（注１）金額は公費（国及び地方の合計額）である。
（注２）上記の社会保障の充実に係る消費税増収分（1.35兆円）と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.51兆円）を活用し、社会保

障の充実（1.87兆円）の財源を確保。

平成30年度の社会保障の充実・安定化について

3.2兆円

1.35兆円

0.39兆円

3.4兆円

《増収額計：8.4兆円》
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新しい経済政策パッケージについて（平成29年12月8日閣議決定）（抜粋）

第２章⼈づくり⾰命
６．これらの施策を実現するための安定財源

社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、安定財源として、2019年10⽉に予定される消費税率
10％への引上げによる財源を活⽤する。消費税率の２％の引上げにより５兆円強の税収となるが、この増収分
を①教育負担の軽減・⼦育て層⽀援・介護⼈材の確保等と、②財政再建とに、それぞれ概ね半分ずつ充当する。
前者について、新たに⽣まれる1.7兆円程度を、本経済政策パッケージの幼児教育の無償化、「⼦育て安⼼プ
ラン」の前倒しによる待機児童の解消、保育⼠の処遇改善、⾼等教育の無償化、介護⼈材の処遇改善に充てる。
これらの政策は、2019年10⽉に予定されている消費税率10％への引上げを前提として、実⾏することとする。
※①の「等」は、従前より消費税率10％引上げ時に実施することとされていた年⾦⽣活者⽀援給付⾦などの社会保障の充実策
（1.1兆円程度）。

（略）

⼦ども・⼦育て拠出⾦を0.3兆円増額する。法律に定められた拠出⾦率の上限を0.25％から0.45％に変更し、
0.3兆円の増額分は、2018年度から実施する「⼦育て安⼼プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業（幼児
教育の無償化の実施後は、３歳〜５歳児及び住⺠税⾮課税世帯の０歳〜２歳児の企業主導型保育事業の利⽤者
負担助成を含む。）と保育の運営費（０歳〜２歳児相当分）に充てる。
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1. 幼児教育の無償化

• ３歳から５歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認
定こども園の費用を無償化。

• ０歳～２歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象
として無償化。

• 幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象
範囲等については、専門家の声も反映する検討の場を設
け、保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに
結論を出す。

2. 待機児童の解消

• 「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万
人分の受け皿を整備。

• 保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改
善に更に取り組む（今年度の人勧に伴う引上げに加え、
2019年４月から更に１％（月3000円相当）の賃金引上げ）。

3. 高等教育の無償化

• 所得が低い家庭の子供たち、真に必要な子供たちに限っ
て高等教育の無償化を実現。このため、授業料の減免措
置の拡充と併せ、給付型奨学金の支給額を大幅に増やす。
－ 住民税非課税世帯の子供たちに対しては、国立大学

の場合はその授業料を免除。また、私立大学の場合は、
国立大学の授業料に加え、私立大学の平均授業料の
水準を勘案した一定額を加算。１年生に対しては、入学
金についても、免除。

新しい経済政策パッケージ 人づくり革命の概要（平成29年12月8日閣議決定）

－ 給付型奨学金については、支援を受けた学生が学業
に専念できるようにするため、学生生活を送るのに必
要な生活費を賄えるような措置を講じる。

－ 全体として支援の崖・谷間が生じないよう、住民税非
課税世帯に準ずる世帯の子供たちについても、住民
税非課税世帯の子供たちに対する支援措置に準じた
支援を段階的に行う。

• 支援対象者の要件や支援措置の対象となる大学等の
要件を設ける。

4. 私立高等学校の授業料の実質無償化

• 年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校授業
料の実質無償化については、

－ 消費税使途変更による、現行制度・予算の見直しに
より活用が可能となる財源をまず確保。
－ その上で、消費税使途変更後の2020年度までに、現

行制度の平年度化等に伴い確保される財源など、 引
き続き、政府全体として安定的な財源を確保しつつ、
実質無償化を実現。

5. 介護人材の処遇改善

• 勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万
円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000
億円程度を投じ、処遇改善を行う（障害福祉人材につい
ても、同様の処遇改善を行う）。

人づくり革命
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